
入 札 公 告 
 
 国立大学法人豊橋技術科学大学において，下記のとおり一般競争に付します。 
 
１ 競争入札に付する事項 
（１） 件 名 

① 経営企画課業務に係る労働者派遣業務（共創の場形成支援プログラム） 
② 経営企画課業務に係る労働者派遣業務 
③ 学生課生活支援係業務に係る労働者派遣業務（ソーシャルインパクト創出支 

援事業） 
（２）契約期間及び派遣期間 
    令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
（３）就業場所 
    国立大学法人豊橋技術科学大学 
    ① 経営企画課 

② 経営企画課 
③ 学生課生活支援係 

（４）入札方法 
    ①～③について，それぞれ応札する入札書を作成すること。 
    入札金額は，１時間当たりの単価を記載すること。落札決定に当たっては，入札 

書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）を 
もって落札金額とするので，入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ 
るか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の１１０分の１００に相当 
する金額を入札書に記載すること。 

 
２ 競争入札に参加する者に必要な資格 
（１） 次の事項に該当する者は，競争に参加する資格を有さない。 
  ① 成年被後見人，未成年者，被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者 
    なお，未成年者，被保佐人及び被補助人であって，契約締結のために必要な同意 

を得ている者を除く。 
  ② 以下の各号のいずれかに該当し，かつ，その事実があった後２年を経過していな 

い者（これを代理人，支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同 
様とする。） 

    (ｱ) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若 
しくは数量に関して不正の行為をした者 

    (ｲ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得 
るために連合した者 

    (ｳ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
    (ｴ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 
    (ｵ) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者 
    (ｶ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を，契約の 

履行にあたり代理人，支配人及び使用人として使用した者 
（２） 「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な資 

格を得ている者を，一般競争参加者の資格を有する者として認める。令和７年度に 
東海・北陸地域の「役務の提供等」のＡ，Ｂ又はＣ等級に格付けされている者であ 
ること。 

 



（３） 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者 
と契約を締結する場合にあっては，その許認可等に基づく営業であることを証明し 
た者であること。 

（４） 本件調達の入札において，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭 
和２２年法律第５４号，以下「独占禁止法」という。）に違反し，価格又はその他の 
点に関し，公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 

（５） 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
 
３ 入札書を提出する場所等 
（１）入札書の提出場所，契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所 

所在地  愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１ 
         国立大学法人豊橋技術科学大学財務課 
         ＴＥＬ ０５３２－４４－６５１１ 
（２）入札書等の受領期限 
         令和８年３月５日（木）１１時００分 
（３）開札の場所及び日時 
    場 所  愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１ 
         国立大学法人豊橋技術科学大学事務局３階小会議室 
    日 時  令和８年３月１８日（水）１１時００分 
 
４ その他 
（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨 
（２）入札保証金及び契約保証金 
    全額免除とする。 
（３）入札者に求められる義務 
    この一般競争入札に参加を希望する者は，別冊入札説明書に掲げる提出書類を入 

札書等の受領期限までに提出しなければならない。入札者は，開札日の前日までの 
間において国立大学法人豊橋技術科学大学契約担当役から当該書類に関し説明を求 
められた場合は，それに応じなければならない。 

（４）入札の無効 
    第２項に示した資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無 

効とする。 
（５）契約書の作成 
    落札決定の日から１０日以内（落札者が遠隔地にある等，特別の事情があるとき 

は，国立大学法人豊橋技術科学大学事務局長が合理的と認める期間）に契約書の取 
り交わしを行うものとする。 

（６）落札者の決定方法 
    落札決定の対象となり，かつ有効な入札書を提出したものであって，予定価格の 

範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 
（７）その他 
    詳細は，入札説明書による。 
                                 以上公告する。 

令和８年２月１３日 
 
                      国立大学法人豊橋技術科学大学 
                      契約担当役 
                       事務局長  山 口   茂 


